
   
 
 

国 土 交 通 省 

平成 28 年 12 月 19 日 

大 臣 官 房 会 計 課 

 

 

 

 

平成２９年度予算大臣折衝について 

 

 

本日行われました平成２９年度予算大臣折衝の結果について

お知らせします。  

 

 

 

                     

 

【お問い合わせ先】 
水管理・国土保全局 
治水課 企画専門官  青野        代表 ０３－５２５３－８１１１（内線 ３５５１４） 

直通 ０３－５２５３－８４５２  
                       FAX ０３－５２５３－１６０４ 

住宅局 
住宅総合整備課 企画専門官  勝又  代表 ０３－５２５３－８１１１（内線 ３９８４３） 

直通 ０３－５２５３－８５０６  
                     FAX ０３－５２５３－１６２８ 



 
 
 
 
 
 

平 成 ２ ９ 年 度 予 算 

大 臣 折 衝 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１２月１９日 

国 土 交 通 省 



平成２８年１２月１９日 

国 土 交 通 省 

 

 

平成２９年度予算大臣折衝の結果 

 

 

 

○北海道緊急治水対策プロジェクトのハード対策 

の推進 

 

                認められた。 

 

 

○新たな住宅セーフティネット制度の創設 

 

                認められた。 

 



北海道緊急治水対策プロジェクトのハード対策の推

進 

 

○ 平成２８年８月に北海道に来襲した台風等により、堤防

が決壊し家屋や農地が浸水するなど、甚大な水害が発生。 

○ このため、国管理河川の十勝川及び常呂川において、災

害復旧に加え、再度災害防止を目的とした堤防整備や河道

掘削等を緊急的・集中的に推進するため、河川災害復旧等

関連緊急事業※について、予算措置を要求。 

○ 折衝の結果、財務大臣より、要求どおり認められること

となった。 

 

※上流部における災害復旧事業または、改良復旧事業による下流部

での流量増加への対応が必要な区域について、概ね４年間で河川

改修を実施することにより、再度災害の防止を図る事業。 



浸水被害の防止には堤防整備など
の改良復旧が必要であるが、流量増
加となり、下流で浸水被害が増大

上流で堤防整備等
の改良復旧

＋
下流で「河川災害復旧等
関連緊急事業」による堤
防整備や河道掘削等を
行い、安全を確保

河道掘削

洪水により上流で
浸水被害が発生

上流で堤防整備
等の改良復旧

上流部における災害復旧事業または、改良復旧事業に
よる下流部での流量増加への対応が必要な区域について
、概ね４年間で河川改修を実施することにより、再度災
害の防止を図る事業。

【採択基準等】
・概ね４年間で事業完了させるもの
・この事業の上流において災害復旧事業等が採択されること
・上記事業により５％以上の流量増加が見込まれること
・全体事業費が１０億円以上であること

災害発生 改良復旧のみ 改良復旧＋下流部河川改修

○平成２８年８月に北海道に来襲した台風等により甚大な水害が発生した十勝川・常呂川にお

いて、緊急的・集中的に河川災害復旧等関連緊急事業を推進する。

河川災害復旧等関連緊急事業の概要【十勝川、常呂川（北海道）】

と かち

と かち

平成２８年８月に北海道に来襲した台風等により記録
的な大雨となり、十勝川水系・常呂川水系では堤防が決
壊し、家屋や農地が浸水するなど甚大な水害が発生。

決壊した堤防などの復旧と合わせ、下流部の河川改修を
緊急的・集中的に実施することにより再度災害を防止し、
地域全体の安全・安心を早期に確保する。

とこ ろ

とこ ろ

【十勝川水系芽室川】氾濫による浸水状況

【十勝川】十勝川温泉街の浸水状況

【常呂川】堤防からの越水状況

【常呂川】浸水状況（北見市）

北海道緊急治水対策プロジェクトのハード対策の推進 （復緊事業）

水位上昇

堤防整備



新たな住宅セーフティネット制度の創設 

 

○ 今後、子育て世帯、高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の

増加が見込まれる一方で、民間賃貸住宅の空き室や空き家

が増加している状況。 

○ 住宅確保要配慮者が、一定の質が確保された賃貸住宅 

に円滑に入居できるようにするため、住宅確保要配慮者 

向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支援を行  

う、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セー 

フティネット制度」の創設を要求。 

○ 折衝の結果、財務大臣より、要求どおり認められること

となった。 

 



【機密性２】
新たな住宅セーフティネット制度の創設

・子育て世帯や高齢者世帯などの住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き家
を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設する。（法的枠組みも検討）

・住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支援を行うとともに、居住支援協
議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動への支援を行う。

◎家賃の低廉化への補助
（国1/2、地方1/2）
◎家賃債務保証料への補助

（国1/2、地方1/2）
【公的賃貸住宅家賃対策補助の内数】

入居者負担の軽減への支援

◎住宅確保要配慮者の
円滑な入居等を図るた
めの居住支援活動へ
の補助など（定額）

【重層的住宅セーフティネット構築
支援事業の内数】

入居円滑化の活動等
への支援

◎がＨ２９予算措置するもの

地方公共団体
（住宅部局・
福祉部局）
都道府県
市町村

居住支援団体

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体不動産関係団体

宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

連携連携

＜居住支援協議会＞

連携

◎改修に対する補助
（国1/3、地方1/3）
【社会資本整備総合交付金の内数】

◎改修に対する国による直接補助
（国1/3）
【ｽﾏｰﾄｳｪﾙﾈｽ住宅等推進事業の内数】

改修への支援

【要件】住宅確保要配慮者の専用の住宅に低額
所得者が入居する場合等・・・②

【要件】住宅確保要配慮者の専用の住宅の場
合等・・・①

○改修資金の融通 ○家賃債務保証の円滑化

情報提供登録

住宅確保要配慮者の
入居を拒まない住宅

賃
貸
人

都道府県等

入居円滑化等

要
配
慮
者

改修支援（①）
手すりの設置

二重床の設置

改修の例

新たな住宅セーフティネット制度のイメージ

入居

負担軽減支援（②）


